
給付金請求のお手続き

 ①裁定決議書作成
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①トップページの「給付額計算結果一覧」を押します。

3. 給付金請求のお手続き ①裁定決議書作成
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②「給付額計算結果一覧」画面にて、決議書「作成」ボタンを押します。
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3. 給付金請求のお手続き ①裁定決議書作成
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③作成する決議書を選択して「次へ」を押します。
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3. 給付金請求のお手続き ①裁定決議書作成
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④「裁定決議書作成」画面にて、「事業主書類受付年月日」 「受取人・送金先」等、必要項目を入力します。
一時金支払予定年月日は、ご希望の支払日がある場合、入力ください。
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3. 給付金請求のお手続き ①裁定決議書作成
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④「受取人・送金先」の続きの必要項目を入力します。
   給付額計算結果から裁定決議書を作成すると、基準給与や裁定額等は自動で反映されますので確認ください。

4

「送金先」

「送金先」を入力する場合は、金融機関名・支店名の
『入力』ボタンから検索機能を使用してください。
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3. 給付金請求のお手続き ①裁定決議書作成
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⑤提出書類等の「退職所得申告書を提出」にチェックを入れます。
 次に「税務書類の通報書による提出」の【第一順位支払に該当】にチェックを入れます。「通報書入力」ボタンを押し、

   ポップアップが表示されますので「OK」を押すと、入力内容にエラーがなければ「通報書入力画面」へ遷移します。

確定給付企業年金(DB)が第一順位支払、通報書使用の場合
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「通報書入力」

通報書入力とは、「退職所得申告書」及び
「退職所得の源泉徴収票」の内容を入力し送
信する機能です。
（※但し、通報書が使用できない場合もあり
ますのでご注意ください。）

3. 給付金請求のお手続き ①裁定決議書作成
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⑥「申告書入力」の内容を確認します。
⑦「申告書A欄」の内容を確認し、「②退職の区分等」の「一般・障害」「生活扶助」をプルダウンから選択します。
 右下の「実行」ボタンを押すと先程入力した裁定決議書画面に戻ります。

通報書 「退職所得申告書」の入力確定給付企業年金(DB)が第一順位支払、通報書使用の場合
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【よくある不備・照会等】

「申告書A欄・勤続期間」 の勤続年数は年未満
は切り上げになります。
休職期間を入力いただいた際には勤続期間は控除
して算出されます。

3. 給付金請求のお手続き ①裁定決議書作成
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⑤提出書類等の「退職所得申告書を提出」にチェックを入れます。
 「退職所得の源泉徴収票を提出」にチェックと源泉徴収票の枚数を入力します。
 「通報書入力」ボタンを押し、ポップアップが表示されますので「OK」を押すと、入力内容にエラーがなければ「通報書入力画面」に遷移します。

確定給付企業年金(DB)が第二順位支払以降、かつ通報書使用の場合
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3. 給付金請求のお手続き ①裁定決議書作成
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⑥ 「裁定決議書作成【源泉徴収票入力】」画面にて、源泉徴収票の内容を入力します。
    表示された「課税年度」「受取人氏名（カナ）」「受取人住所」の内容を確認します。その他の項目は、支払者が発行した源泉徴収票を
もとに入力してください。 『次へ』ボタンを押します。

7

6

「よくある不備・照会等①」

先順位支払の額を誤って通報書に入力されて
いるケースが発生しております。
税金計算にも直結する項目になりますので、
支払者が発行した源泉徴収票をもとに正しく
入力してください。

確定給付企業年金(DB)が第二順位支払以降、かつ通報書使用の場合 通報書 1ページ目 「源泉徴収票」の入力

「よくある不備・照会等②」

「源泉徴収票」の入力は、 「円単位」での入力に
なりますのでご注意ください。
（特に、「退職所得控除額」）
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3. 給付金請求のお手続き ①裁定決議書作成
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⑦「裁定決議書作成【通報書入力】」画面にて、表示された「課税年度」以下の内容を確認し入力します。「実行」ボタンを押します。

7

確定給付企業年金(DB)が第二順位支払以降、かつ通報書使用の場合 通報書 2ページ目 「退職所得申告書」の入力
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【よくある不備・照会等】

申告書入力について、申告書C欄に該当する場合のみ申告書E欄に入力が必要です。
申告書B欄を入力する場合、申告書E欄は入力不要です。

3. 給付金請求のお手続き ①裁定決議書作成
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以下①～⑤のいずれかに該当する場合は、「通報書が使用できません」ので、郵送にて提出してください。

①年金受給中の一時金支払の場合

②特定役員退職手当等に該当する場合

③非居住者についての連絡票等、その他郵送する書類がある場合

④源泉徴収票が4枚以上となる場合

⑤短期退職手当等のお支払いをする際に、短期退職手当等のお支払い以外に
「一般退職手当等」・「特定役員退職手当等」のお支払いがある場合や、通報
書の項目「申告書C欄」・「申告書D欄」に該当するお支払いがある場合

「一般退職手当等」とは

一般退職手当等とは、短期退職手当等や、特定役員
退職手当等以外の退職手当のことです。

「申告書C欄」・「申告書Ｄ欄」とは

・申告書Ｃ欄：退職所得申告書Ｃ欄は、前年以前4年内（その年に確定拠出年金法に基づく老齢給付金として
支給される一時金の支払を受ける場合には、19年以内）に退職手当等の支払を受けたことがある
場合には記載します。

・申告書Ｄ欄：退職所得申告書D欄は、A又はBの退職手当等についての勤続期間のうちに、前に支払を受けた
退職手当等についての勤続期間の全部又は一部が通算されている場合には、その通算された勤続
期間等について記載します。

書類を郵送する場合

裁定決議書画面から「送付状」を印刷し必要書類と併せ
て郵送ください。
郵送する際は、裁定請決議書控や、団体様保管分の本
人確認書類等の郵送は不要です。

3. 給付金請求のお手続き ①裁定決議書作成
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⑧裁定決議書画面に戻りますので、入力内容や「処理結果のお知らせ」のECWを確認後、「工程変更」や「工程終了」
 ボタンを押して次の工程へ進めます。

8

修正

資格喪失手続きを行わずに当加入者の裁定決議書が作成されました。給付手続きとは別に資格喪失
手続きを実施してください。詳細は「解説」ボタンを押下しご確認ください。

修正が必要な場合は、画面右下「修正」を押して修正し、
再度「チェック」を押してECWを確認ください。
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3. 給付金請求のお手続き ①裁定決議書作成
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⑨決裁者にて、裁定決議書を開き内容を確認します。「指図実行」ボタンを押し、最後に左上「工程終了」を押すと案件がCPBSに
 伝送されます。

工程終了後、「裁定決議書一覧」の「状況」がCPBS（企業年金ビジネスサービス）に〇となっており伝送ができていることを確認ください。
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3. 給付金請求のお手続き ①裁定決議書作成



資格喪失手続きを行わずに当加入者の裁定決議書が作成されました。給付手続きとは別に資格喪失
手続きを実施してください。詳細は「解説」ボタンを押下しご確認ください。

〇W4240L：資格喪失手続きを行わずに当加入者の裁定決議書が作成されました。
                給付手続きとは別に資格喪失手続きを実施してください。詳細は「解説」ボタンを押下しご確認ください。

「処理結果のお知らせ」の「解説」ボタンをクリックし、解決方法を確認のうえお手続きを
進めてください。解決に日数を要する場合もあります。

当加入者に対して、資格喪失手続きを行わずに裁定決議
書が作成されました。企業年金プラットフォームに登録
する加入者情報から除く必要がありますので、給付手続
きとは別に速やかに資格喪失手続きを行ってください。
また、掛金計算日までに資格喪失手続きを行った場合は、
次回掛金計算へも反映されます。

速やかに資格喪失手続きを行ってください、企業年金プラット
フォームに登録する加入者情報から除く必要があります。
また、掛金計算日までに資格喪失手続きを行った場合は、次回掛
金計算へも反映されます。

153. 給付金請求のお手続き ①裁定決議書作成 よくあるECW



◎資料は2024年10月現在の内容で作成しています。

◎表示される画面は、ご使用のブラウザ、ご契約内容によって異なります。

◎不明な点がございましたらＣＰＢＳまでお電話でお問い合わせください。
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